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第１回



研究会の設置について



１．包括外部監査

○県は、（中略） 現在の財務状況を踏まえ、琵琶湖大橋有料道路の今後の
あり方を早期に示す必要があると考えている。

○法令上、損失補填引当金を早期償還のために未償還額に充当すべきである
との規定はないが、当該制度の趣旨に鑑み、公社の財務状況を踏まえ判断
すれば、現状のままで公社が道路利用者から料金徴収を続ける意義は乏し
いと考える。したがって、建設有料事業については早急に継続性の検討が
求められるところである。

○県は、国との協議を進めるとともに、有料道路利用者や広く県民意見などを
参考に、また大規模修繕や更新等の事業追加の有無を考慮し、建設有料
事業の継続性について慎重かつ早急に議論を重ね、その方針を明確に示し
ていくべきである。
あわせて、清算後の琵琶湖大橋の維持管理について、地域の実情に合わ
せて多様な管理手法が選択できるよう、引き続き国に対し制度改正を働き
かけるべきである。

【H26.3.20付け 平成25年度道路公社に対する包括外部監査 『報告書』抜粋】

背景
滋賀県HP掲載



２．監事監査

○滋賀県道路公社の平成２５年度末の財務状況からすれば、有料道路建設に
係わる未償還額の一括償還も可能であり、このような状況で料金徴収を続け
ることは適切ではないと考える。
滋賀県道路公社は、滋賀県に対して早期償還についての事業変更許可の
同意を求めたが、結論には至っていない。
滋賀県道路公社は滋賀県に対し、県民目線、利用者目線に立って、早期に
無料化されるよう、より積極的な働きかけを行われたい。

【H26.6.6付け 平成25事業年度 滋賀県道路公社の業務監査結果 抜粋】

【H26.7.22付け 道路公社法第12条第5項の規定に基づく意見 抜粋】

○平成25年度に実施された包括外部監査でも意見があったが、現在の道路
公社の財務状況においては、すでに道路利用者から料金徴収を続ける根拠
を無くしている。よって、道路公社は、すぐに琵琶湖大橋有料道路の無料化の
手続に入るべきである。
なお、無料化にあたっては、多様な意見があることも仄聞しており、県として
責任ある適切な対処をされるよう要望する。



３．県内11市長からの提案

【H25.7.30 近江大橋無料化の再検討について】



「琵琶湖大橋有料道路事業」の
方向性を早期に示す必要あり

研究会の設置



（目的）
第１条 琵琶湖大橋有料道路の今後の運営と維持管理について研究するため、「琵琶湖大橋有料

道路のあり方に関する研究会」（以下、「研究会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２条 研究会は次に掲げる事項を所掌する。

（１）琵琶湖大橋有料道路の運営に関すること。
（２）琵琶湖大橋有料道路の維持管理に関すること。

（構成）
第３条 研究会は、次に掲げる者をもって構成することとし、別表のとおりとする。

（１）会員
①学識経験者
②道路利用者
③関係行政機関

（２）ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
第2条の所掌事項と関係が深く、内容に応じ研究会に出席が必要とされる者

（座長および座長代理）
第４条 研究会に座長を置き、会員の互選によりこれを定める。

２ 座長は、研究会を代表し、会務を総括する。
３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

設置要綱（案）
（資料１参照）



（研究会）
第５条 研究会は、原則として年５回開催する。ただし、座長が特に必要があると認めるときは、

この限りでない。

（公開）
第６条 研究会は公開とする。ただし、滋賀県情報公開条例第６条各号に掲げる情報は除く。

２ 研究会を開催する際には、日時、場所等についてあらかじめホームページで周知を図る。
３ 研究会の資料はホームページで公開する。
４ 研究会の議事結果は要旨を取りまとめて議事要旨とし、ホームページで公開する。

（事務局）
第７条 研究会の事務局は、滋賀県土木交通部道路課に置く。

（雑則）
第８条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関して必要な事項は、座長が研究会に

諮って定める。

付則 １ この要綱は、平成２６年 月 日より施行する。

２ 研究会の設置期間は平成２７年３月３１日までとする。


